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役員退職慰労金制度の廃止および役員報酬額の改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28年 5 月 10 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議い

たしました。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給をすること、および、役員

報酬額の改定を平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 70 期定時株主総会に付議することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 役員退職慰労金制度の廃止について 

（１）廃止の理由 

 報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金を廃止し、在任中の処遇に重きをおいた報酬制度と

するものであります。 

 

（２）制度の廃止日 

 平成 28年 6月 28 日開催予定の第 70 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。 

 

（３）制度廃止に伴う打ち切り支給について 

 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第 70 期定時株主総会終結時に在任する取締役に対し、本

制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成 28 年 6 月

28 日開催予定の第 70期定時株主総会に付議いたします。 

 なお、打ち切り支給の時期につきましては、各取締役の退任時といたします。 
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（４）業績に与える影響 

 当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退

職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 

 

２． 取締役および監査役の報酬額改定について 

 取締役および監査役の報酬額は、昭和 56 年 12 月 22 日開催の第 35 期定時株主総会において、

取締役につきましては月額 16 百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）、監査役につき

ましては月額 4 百万円以内とご承認いただき、現在に至っております。34 年を経過し、その後

の経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮いたしまして、機動的な報酬政策を可能とするため、現

行の月額による定めを年額による定めに改め、取締役の報酬額を年額 2 億 12 百万円以内（うち

社外取締役 20 百万円）、監査役の報酬額を年額 48 百万円以内と改定する議案を第 70 期定時株

主総会に付議いたします。 

以   上 


